
 

 

日印産連 情報セキュリティ部会主催 

平成３０年度 第１回個人情報保護研究セミナー 

 

 

『ＥＵ一般データ保護規則(ＧＤＰＲ)対策セミナー 

～世界的潮流となった個人情報保護の基本とあまり知られていない落とし穴～』 

 
 

私たちが、これまで深く関わってきた個人情報保護の取組みは、いまや世界的潮流と言えるま

でに広がってきました。しかしながら、想像してみてください。人権、プライバシー、個人情報

保護･･･こういった全世界共通と言えるテーマにつき、当たり前と考えていることが、第三者には、

まして国境を越えた第三者には、多くは当たり前でないことがとても多いのです。 

 

本年 5月 25日に、プライバシーに対する意識の高い EU（欧州連合）において、「EU一般データ

保護規則(GDPR)」が施行され、EU在住者の個人情報を取り扱う日本の事業者にも影響を及ぼすも

のとなっています。一方、個人情報保護委員会や日本政府の働きかけによって、日本と EU相互の

間で認定しあう合意が、最終段階にきているとも報じられています。 

 

このたび、日本印刷産業連合会では、表題のセミナーを開催することと致しました。とかく結

果論に走りがちな私たちですが、EUで定められた考え方がそもそもどのようなものなのかを踏ま

えつつ、その上で私たちに求められる対応について学ぶ機会となります。 

 

ぜひ、多くの方のご参加を賜りたく、ご案内申し上げます。 

 

記 

 

日 時：平成30年12月6日（木）9:45 ～ 12:00（9:30開場） 

会 場：日本印刷会館 ２階大会議室（定員80名） 

        東京都中央区新富１－１６－８ 

対 象：日印産連の会員団体・企業の皆さま 

参加費：会員3,000円、非会員5,000円（消費税込み） 

 

◆◇◆◇◆ テーマ名／講師 ◆◇◆◇◆ 

 

○『EU一般データ保護規則の概要』 

講師 筑波大学 図書館情報メディア系 准教授           石井 夏生利 様 
 
○『GDPRへの実務的対応』 

講師 リップル法律事務所 弁護士(日本・ニューヨーク州)・弁理士   牧山 嘉道 様 

          

   ◆◇◆◇◆ お申込み方法 ◆◇◆◇◆ 

 
◆  裏面の「参加申込用紙」にご記入の上、下記までＦＡＸして下さい。  

〒104-0041 中央区新富１－１６－８ 日本印刷会館７階 

(一社)日本印刷産業連合会 プライバシーマーク審査センター 

FAX 03-3553-6091 TEL 03-3553-6065 

◆  申込締切：平成30年11月30日（金） 

定員（80名）に達し次第締め切らせていただきますので、お早めにお申込み下さい。 

◆  お申込を頂いた後に、申込書に「聴講No」を記入の上FAX致します。当日必ずご持参下さい。 

（開催日前日の午前中までに届かない場合はご連絡下さい。） 

 



 

聴講 No.があることを確認の上、当日はこちらの参加申込用紙をご持参下さい 

宛先：(一社)日印産連 プライバシーマーク審査センター 行 ＦＡＸ ０３-３５５３-６０９１ 

第１回 個人情報保護研究セミナー 『ＥＵ一般データ保護規則(ＧＤＰＲ)対策セミナー』     

 

【日 時】平成３０年１２月６日（木） ９：４５～１２：００ （９：３０より受付開始） 

【参加費用】会員３，０００円、非会員５，０００円（当日資料、消費税含む） 当日、現金にてお支払い下さい（領収書発行）。 

 

参 加 申 込 用 紙 

会 社 名 
 

 

部 署 名  

氏名（ふりがな） 
 

                       様 

所属団体名（組合）  

所 在 地（会社） 
〒 

 

 

電  話  

Ｆ Ａ Ｘ  ※必ずご記入ください。 

 下記の個人情報のお取り扱いに関する事項について、同意の上、ＦＡＸして下さい。 

（個人情報のお取り扱いについて） 

 ・事業者の名称： (一社)日本印刷産業連合会   担当部署責任者： プライバシーマーク審査センター 上村 護 
・個人情報保護管理者： 担当常務理事  TEL 03-3553-6065  FAX 03-3553-6091 

・利用目的： 弊会がお預かりした上記の個人情報は、セミナー参加のための手続き及び連絡に利用します。 
・第三者への提供及び委託： 取得した個人情報を第三者に提供、委託することはありません。 
・開示対象個人情報の開示等及び問合せ窓口について：本人からの求めにより、本セミナーが保有する開示対象個人情報の利用目的の通知・

開示・内容の訂正・追加または削除・利用の停止・消去等（「開示等」といいます。）に応じます。開示等に応じる窓口は、「ＳＲ部長」
です。 

・本セミナー参加申込で取得した個人情報は、セミナー終了後に弊会にて削除いたします。 

 

（注意事項） 

  １．１枚につき１名様お申込いただけます。複数ご参加の場合はコピーしてお申込下さい。 

２．当日、現金にてお支払い下さい（領収書発行）。 

  ３．キャンセルの場合は必ずご連絡下さい。プライバシーマーク審査センター TEL 03-3553-6065 

４．お申込がありましたら申込書に「聴講 No.」を記入の上、ＦＡＸ致します。当日必ずご持参下さい。 

開催日前日の午前中までに届かない場合はご連絡下さい。聴講 No.なきは無効です。 

  ５．このセミナーの案内状に記載の講師、講演内容が事前の告知内容と異なる場合がございます。 

６．定員に達しご参加いただけない場合は、その旨ご連絡いたします。 

７．お問合せ先（一社）日本印刷産業連合会 プライバシーマーク審査センター TEL 03-3553-6065 

＜会場案内図＞東京都中央区新富 1－16－8 日本印刷会館２階 ※ご来場の節は、公共の交通機関をご利用下さい。  

 

聴講 No. 

◆ 新富町駅(東京メトロ有楽町線)  

 ＜5 番出口・徒歩 4 分＞ 

 

◆ 八丁堀駅(東京メトロ日比谷線・ＪＲ京葉線) 

 ＜A3 番出口・徒歩 7 分＞  ● 〒 ●アパホテル<新富町駅北>

アパホテル<新富町駅前>

●アパホテル<八丁堀駅南>

● 〒

５番出口 アパホテル<八丁堀新富町>

三菱UFJ銀行 駐輪場

● 交番 ● ● ◆

● (日比谷線） ● ◆
セブン-イレブン 　　ローソン A2出口

至銀座一丁目駅 至東京

平成通り 桜橋交差点

鍛
冶
橋
通
り

(

京
葉
線

）
◆ A3出口

新大橋通り
　
至
茅
場
町

（
有

楽

町

線

）

至
月
島

信号信号 信号

新
富
町
駅

八丁堀駅

日本印刷会館

聴講 No なきは無効 



 

 

日印産連 情報セキュリティ部会主催 

平成３０度 第１回個人情報保護研究セミナー 

 

『ＥＵ一般データ保護規則(ＧＤＰＲ)対策セミナー 

～世界的潮流となった個人情報保護の基本とあまり知られていない落とし穴～』 
 

 

私たちが、これまで深く関わってきた個人情報保護の取組みは、いまや世界的潮流と言えるま

でに広がってきました。しかしながら、想像してみてください。人権、プライバシー、個人情報

保護･･･こういった全世界共通と言えるテーマにつき、当たり前と考えていることが、第三者に

は、まして国境を越えた第三者には、多くは当たり前でないことがとても多いのです。 

 

本年 5月 25日に、プライバシーに対する意識の高い EU（欧州連合）において、「EU一般デー

タ保護規則(GDPR)」が施行され、EU 在住者の個人情報を取り扱う日本の事業者にも影響を及ぼ

すものとなっています。一方、個人情報保護委員会や日本政府の働きかけによって、日本と EU

相互の間で認定しあう合意が、最終段階にきているとも報じられています。 

 

このたび、日本印刷産業連合会では、表題のセミナーを開催することと致しました。とかく結

果論に走りがちな私たちですが、EU で定められた考え方がそもそもどのようなものなのかを踏

まえつつ、その上で私たちに求められる対応について学ぶ機会となります。 

 

本セミナーでは筑波大学図書館情報メディア系准教授と弁護士の方を講師にお招きし、 

EU一般データ保護規則の概要と実務対応についてご講演をいただきます。 

 

記 

 
日 時：平成30年12月6日（木）9:45 ～ 12:00（9:30開場） 

会 場：日本印刷会館 ２階大会議室（定員80名） 

        東京都中央区新富１－１６－８ 

対 象：日印産連の会員団体・企業の皆さま 

参加費：会員3,000円、非会員5,000円（消費税込み） 

 

 

プログラム概要： 

 

１．9：45-9：55 挨拶 情報セキュリティ部会長 凸版印刷(株)法務本部 成澤 晃一  

 

２．10:00-11:00 筑波大学 図書館情報メディア系 准教授   石井 夏生利 様 

『EU一般データ保護規則の概要』 

 

３．11:00-12:00 リップル法律事務所 弁護士(日本・ﾆｭｰﾖｰｸ州)・弁理士 牧山 嘉道 様 

『GDPRへの実務的対応』 

 



 

講演概要： 

 

１．筑波大学 図書館情報メディア系 准教授   石井 夏生利 様 

 

『EU一般データ保護規則の概要』 

 

本講演では、EU一般データ保護規則(GDPR)の概要を解説します。 

GDPRは、2016年4月に採択され、2018年5月25日に各加盟国への適用を開始しました。その中

には越境適用規定が定められており、日本の事業者にも影響を与える可能性があります。 

また、GDPRには、忘れられる権利、データ・ポータビリティの権利、データ保護・バイ・デ

ザイン、データ侵害通知等の新たな仕組みが導入されております。その内容を把握する必要性

は高いといえます。説明にあたっては、時間の許す範囲で解釈指針等にも触れます。 

 

  ＜石井 夏生利氏プロフィール＞ 

筑波大学図書館情報メディア系准教授。 

2004年 11月以降、情報セキュリティ大学院大学助手、助教、 

講師、准教授を経て、現職。 

2007年 3月中央大学大学院法学研究科国際企業関係法専攻博士 

後期課程修了、博士（法学）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．リップル法律事務所 弁護士（日本・ニューヨーク州）・弁理士   牧山 嘉道 様    

 

『GDPR への実務的対応』 

 

GDPRに関しては、EUから日本が十分な保護水準にあることの認定を受ける予定であり、これ

により、日本企業はEUからの個人データの移転に関する負担を従前より軽減できますが、GDPR

の適用そのものから除外されるわけではありません。 

そこで、本講演では、GDPRの適用の対象、条件、影響などを踏まえた上で、個人データの国

際的移転やGDPRの域外適用を中心に、実務的な対応方法について検討します。 

 

＜牧山 嘉道氏プロフィール＞ 

牧山嘉道（まきやま よしみち） 

弁護士（日本・ニューヨーク州）・弁理士 

リップル法律事務所 

1997年コロンビア大学ロースクール修士課程 

1984年東京大学法学部 

 

 

 

 

 

以上 


